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１．令和７年 保安教育講習等の実施状況について 
 

令和７年の各種講習は以下の通り群馬建設会館(前橋)にて実施しました。 

令和８年の各種講習日程は６月頃を目途に群馬県建設業協会のＨＰ内、「群馬県火薬類保安協会 

からのお知らせ」内、及び次回夏頃に発行予定の「群火協広報」にてご案内します。 

 

令和７年 各種講習会実施状況 

実施会場・開催日 講習内容等 受講者数 

7 月 9 日(水)～10 日(木) 
火薬類取扱保安責任者試験 養成講習会 
(法令・技術)全火協登録講師 

59 

9 月 17 日(水)、10 月 23 日(木)、 

11 月 21 日(金)、12 月 10 日(水) 

全 4 回 

火薬類取扱保安責任者講習(産火)及び 

火薬類取扱保安従事者講習 
(法令)群馬県消防保安課 (技術)全火協登録講師 

210 

7 月 24 日(木)、12 月 4 日(木) 

全 2 回 

再教育講習 

(法令)群馬県消防保安課/群馬県県警生活安全企画課 

(技術)全火協登録講師  

19 

 

 

●令和８年の受講者は各種手帳記載の「次回受講年月日」が『令和８年１２月３１日』の方です。 

受講お忘れのない様、お持ちの保安手帳・従事者手帳をご確認下さい。 
 

 

 

２．令和７年度 火薬類取扱保安責任者試験の実施について 
 

標記試験を令和７年９月１日(日)、群馬建設会館(前橋市)にて実施しました。 

合否は令和７年１０月１５日(火)に全国火薬類保安協会から発表があり、当協会から受験者に 

合否通知の発送と免状交付申請手続きのお知らせを発送しています。 

 

令和７年度 火薬類取扱保安責任者試験〔群馬県受験者合否結果一覧〕 
  県内受験者数 県内合格者数 県内合格率 全国平均 

甲（取扱） 69(70) 53(53) 76.8％(75.7％) 62.3％(57.3％) 

乙（取扱） 33(32)  26(17) 78.8％(53.1％) 64.6％(58.3％) 

丙（製造）  1(0)  1(0)  100.0％(0％) 62.9％(75.7％) 

総 計 103(102) 80(70) 85.2％(64.4％) 62.8％(58.6％) 

※合格率は受験者数で算出しており、欠席者は含みません。※( )内は昨年度実績 

 

 

●今回の合格者の手帳発行・申請手続きは令和８年４月１４日(金)協会必着分 までとなります。 

締切以降は再教育講習を受講頂いた上で、保安手帳を発行 となりますのでご注意ください。 

発行者：群馬県火薬類保安協会 
前橋市元総社町 2 丁目 5 番地 3 (群馬建設会館内) 

TEL 027-252-1666 FAX 027-252-1993 

E-Mail kayaku@gun-ken.or.jp 



 
 

３．火薬類事故防止対策事業 火薬類消費場所等立入検査について 
 

当協会は群馬県消防保安課との合同で火薬類消費場所に対する立入検査を実施しました。 

今年度も消防保安課担当職員及び土木事務所担当職員と当会の技術指導員(常務理事)が同行し、 

以下の日程で実施済です。 
 

□11 月 27 日 桐生地区(２か所) □12月 2 日 吾妻地区 □12 月 5 日 渋川地区 

□12 月 09 日 沼田地区   □12 月 16 日 安中地区 計６カ所 

※各現場共に違反はありませんでした。 

 

 

４．令和７年 群馬県及び全国の火薬類事故発生状況について 

 

 令和７年(１月～１２月)に群馬県内での事故はありませんでした。 

 また、全国では合計 44 件の事故(11月 30 日までに報告があったもの)が発生していますので、 

今後も充分注意頂くともに保安体制の再確認・安全管理の徹底をお願いします。 

 

令和７年 火薬類事故速報(全国) 
 

項目 
種類 

 

計 
産業火薬 煙火 がん具煙火 

製造中 2 0 0 2 

消費中 2 24 12 38 

運搬中 1 0 0 1 

貯蔵中 0 0 0 0 

玩弄中 1 0 1 2 

その他 1 0 0 1 

計 7 24 13 44 

※詳しくは公益社団法人全国火薬類保安協会 HP をご覧ください。 

 

 

５．(お願い)企業情報の変更について 
 

 令和 7年中に会社名・代表者・住所等の変更が生じた際はお手数ですが、同封様式を用いて 

2 月 20 日(火)までに群馬県火薬類保安協会へメール・ＦＡＸ等でご連絡頂きたくお願い致します 
※各種情報は総会案内等、協会事業のみに使用し、目的以外には使用致しません。 

 ※既にご連絡をいただいている企業におかれましては報告は不要です。 

 

 

６．(参考)事故発生時の対応について 
 

 事故が発生した際は、先ずは初期対応(消防署１１９ 警察署１１０)・安全確認を行った後、 

群馬県総務部消防保安課へ必ず連絡をしてください。(夜間休日等対応可能) 
 

 

 

 

 

 


